
　

年
末
の
ご
み
処
理
施
設
は
、
大
変
混
雑

し
ま
す
。
ご
み
は
、
で
き
る
だ
け
収
集
日

に
地
区
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し
て
く
だ

さ
い
。
や
む
を
得
ず
年
末
に
ご
み
を
持
ち

込
む
場
合
は
、
混
雑
を
解
消
す
る
た
め
、

事
前
に
自
宅
で
分
別
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
粗
大
ご
み
は
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
回
収

し
て
い
ま
せ
ん
。

▪
持
ち
込
め
る
ご
み
の
種
類

【
各
資
源
化
・
環
境
セ
ン
タ
ー
】
も
や
せ

な
い
ご
み
・
空
缶
・
小
物
金
属
・
ガ
ラ
ス

び
ん
・
紙
類
・
布
類
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容

器
類
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
白
色
ト
レ
イ
・

有
害
ご
み
・
粗
大
ご
み
（
木
・
枝
類
、
草

は
赤
羽
根
環
境
セ
ン
タ
ー
の
み
）

【
田
原
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
炭
生
館
】

も
や
せ
る
ご
み

▼
清
掃
管
理
課
☎
23
局
３
５
３
８

▼
東
部
資
源
化
セ
ン
タ
ー
☎
27
局
０
１
０
０

▼
赤
羽
根
環
境
セ
ン
タ
ー
☎
45
局
３
４
９
７

▼
渥
美
資
源
化
セ
ン
タ
ー
☎
32
局
３
３
２
２

　

年
に
１
度
は
健
診
を
受
け
て
自
分
の
身

体
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

▼
期
間
＝
12
月
31
日
（
金
）
ま
で
の
診
療

時
間
内　

▼
場
所
＝
市
内
指
定
医
療
機
関

▼
持
ち
物
＝
受
診
券
（
６
月
に
郵
送
済
）、

保
険
証　

▼
費
用
＝
自
己
負
担
分
は
無
料

▼
そ
の
他
＝
受
診
券
を
紛
失
さ
れ
た
場
合

は
、
再
発
行
（
12
月
17
日
ま
で
）
し
ま
す

の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９　

23
局
０
１
８
０

　

次
の
医
療
費
助
成
に
該
当
す
る
方
は
、

被
保
険
者
証
と
受
給
者
証
を
提
示
す
る
こ

と
で
、
医
療
費
の
窓
口
負
担
が
な
く
な
り

ま
す
。
該
当
す
る
方
で
受
給
者
証
を
お
持

ち
で
な
い
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
助
成

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
で

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
に
、
後
期

高
齢
者
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を
交
付
し

て
い
ま
す
。

▪
対
象

【
障
害
者
】
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
①
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
、
じ

ん
臓
機
能
障
害
４
級
、
進
行
性
筋
委
縮

症
４
～
６
級
の
方
②
療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ

判
定
の
方
③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
・
２
級
④
自
閉
症
状
群
（
診
断
書

が
必
要
）

【
ひ
と
り
暮
ら
し
】
次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方
①
単
身
で
生
活
を
営
ん
で
お

り
、
同
一
敷
地
内
に
親
族
が
住
ん
で
い

な
い
方
②
市
町
村
民
税
が
非
課
税
の
方

③
親
族
か
ら
金
銭
的
援
助
を
受
け
て
い

な
い
方

【
ね
た
き
り
・
認
知
症
】
介
護
保
険
の
要

介
護
４
ま
た
は
５
の
認
定
を
受
け
て
い
て

３
か
月
以
上
要
介
護
状
態
が
継
続
し
て

い
る
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

■
母
子
家
庭
等
医
療
費
助
成

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、
父

母
の
前
年
の
所
得
が
所
得
制
限
額
以
下
の

方
に
、
母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
＝
①
母
子
家
庭
（
父
に
重
度
の
障

害
が
あ
る
家
庭
を
含
む
）
の
母
お
よ
び
児

童
②
父
子
家
庭
（
母
に
重
度
の
障
害
が
あ

る
家
庭
を
含
む
）
の
父
お
よ
び
児
童
③
父

母
の
い
な
い
児
童　

※
い
ず
れ
も
児
童
が
18

歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で

▼
保
険
年
金
課　

☎
23
局
３
５
１
４　

23
局
０
１
８
０

田原市議会議員一般選挙
投票日：平成23年１月30日日
　（告示日：平成23年１月23日日）

■選挙運動説明会
立候補予定者および運動員を対象とした選挙運動説明
会を次のとおり開催しますので、関係者はご出席くだ
さい。
▶日時＝ 12 月 24 日（金）14：00 ～
▶場所＝田原市役所 講堂（南庁舎６階）
▶その他＝１候補者につき３名まで出席可

■田原市議会議員一般選挙日程

〈愛知県知事選挙〉投票日＝平成23年2月6日日
　　　　　　　　（告示日＝平成23年1月20日木）
　　　　　　　　　
▶田原市選挙管理委員会（総務課内）☎ 23 局３５０６

各
地
区
の
ご
み
の
収
集
日
は
、ご
み
カ

レ
ン
ダ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。ま
た
、各

施
設
の
年
末
・
年
始
の
業
務
日
に
つ
い

て
は
、18
ペ
ー
ジ「
年
末
・
年
始
の
業
務

の
お
し
ら
せ
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

も
う
お
済
で
す
か
？

特
定
健
診
は
12
月
末
ま
で

年
末
の
ご
み
処
理
は
お
早
め
に

■母子家庭等医療費助成の
　所得制限額
扶養親族数 所得制限額

0人 192万円

1人 230万円

2人 268万円

3人 306万円

4人目以降の
加算額 38万円

医
療
費
の
助
成
制
度

期　日 内　容

１月１２日（水）
立候補事務手続説明会
（14：00～／市役所講堂）
※１候補者につき３名まで出席可

１月１9日（水）
　～20日（木）

立候補届出書類事前審査
（９：00～16：00／市役所講堂）

１月23日（日） 選挙告示・立候補受付
（８：30～17：00／市役所講堂）

１月24日（月） 期日前投票・不在者投票開始
１月29日（土） 期日前投票・不在者投票最終日

１月30日（日） 投票日（7：00～20：00／各投票所）
開票（21：30～／田原市総合体育館）

│ 17 │　　　　　　　　　　平成22年12月1日


